別記第２－２号様式（第７条関係）

老朽建築物除却事業費補助金交付内定不決定通知書

田ま推第　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　様

田野町長　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました、田野町老朽建築物除却事業費補助金交付要綱に係る補助金について、下記の理由により内定に至りませんでしたのでお知らせします。

記

　内定に至らないこととした理由

· 除却工事見積業者が高知県に登録する業者ではないため。
· [bookmark: _GoBack]測定基準による評点が１００点以上ではないため。
· 申請者が申請した建物の所有者、又は、委任状による代理人と認められないため。
· 申請者が町税等を滞納しているため。
· 申請者が別表第２に掲げるいずれかに該当するため。
· 申請された建物が防犯防災上、危険な箇所に建てられていると認められない、または、他物件よりも危険度が低いと判断されたため。
· 除却の必要性が高いと判断された他物件への補助により、今年度予算額に達したため。
· その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

